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審決 

 

不服２０１９－１０７５１ 

 

請求人 大正製薬株式会社 

 

代理人弁理士 田中 伸一郎 

 

代理人弁理士 中村 稔 

 

代理人弁理士 松尾 和子 

 

代理人弁理士 井滝 裕敬 

 

代理人弁理士 ▲吉▼田 和彦 

 

代理人弁理士 藤倉 大作 

 

代理人弁理士 北原 絵梨子 

 

 

 商願２０１７－９８５８９拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決

する。 

 

結 論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

理 由 

１ 本願商標 

 本願商標は、別掲１のとおりの構成からなり、第３類「化粧品，せっけん類」

及び第５類「薬剤（農薬に当たるものを除く。）」を指定商品として、平成２

９年７月２５日に登録出願されたものである。 

 

２ 原査定の拒絶の理由の要点 

 本願商標は、別掲１のとおりの構成からなるところ、これは、人間の頭部を

後方斜め上から描いたものと認識される図形を横に２つ並べた構成からなるも

のである。 

 そして、育毛剤等の頭髪に関する商品を取り扱う分野においては、商品使用

前の頭髪の状態を表すものとして、人間の頭部を上から描いた図形や写真が一

般的に使用されており、薄毛、脱毛の治療用の商品あるいは白髪染め用の商品

の説明書やパッケージ等にそのような図形や写真が使用されている実情もある。 

 また、本願商標は、全体として、独創的な構成からなるとはいえず、同分野
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において使用されている頭髪の状態を表す図形の一種を表示したものとみるの

が相当である。 

 そうすると、本願商標を、その指定商品について使用したときは、これに接

する需要者は、単に「薄毛、脱毛の治療用の商品」、「頭髪の状態を表す図形

の一種」であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であ

ることを認識し得ないものである。 

 したがって、本願商標は、商標法第３条第１項第６号に該当する。 

 

３ 当審における審尋 

 当審において、審判長は、請求人に対し、令和２年３月１８日付けで、別掲

２に係る証拠を示した上で、本願商標は商標法第３条第１項第６号に該当する

旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する回答を求めた。 

 

４ 審尋に対する請求人の回答（要旨） 

 前記３の審尋に対し、請求人は、令和２年４月２２日付け回答書を提出し、

要旨以下のように主張した。 

（１）確かに、第５類の「薬剤（農薬に当たるものを除く。）」の商品分野に

おいては、審尋において引用された例のように、商品を使用した際に効能、効

果を得られる対象者の説明を目的として、人間の頭部を模した複数の図形が他

者により使用されている例は見受けられるが、そのいずれもが、単に人間の頭

部を模した図形のみが単独で使用されてはおらず、例えば、「この医薬品の対

象となる壮年性脱毛症 ミノキシジルを５％配合した製剤は、以下のようなパ

ターンの脱毛あるいは薄毛に効果があります。」といった説明書きが併記され

ており、人間の頭部を模した図形と、この説明書きとが一体をなして、初めて、

当該図形が、商品を使用した際に効能、効果を得られる対象者を説明するため

のものであるとの理解が可能になる。かかる説明書きなく、単に人間の頭部を

模した図形それのみをもっては、そこから、これが商品の効能や効果又は対象

者を示すものであるとの理解に直接至ることは不可能である。 

（２）人間の頭部の表現には、数多の表現手法があるところ、本願商標は、人

間の頭部をモチーフとしながらも、頭部の形状を大幅にデフォルメした外観上

特徴的な構成からなる図形商標であり、また、本願商標は、審尋において引用

された他者の使用に係る人間の頭部を模した複数の図形とは、明確に区別が可

能な別異の構成からなるため、たとえ引用に係る他者の図形の使用例があろう

とも、需要者が、本願商標についても、これを直ちに商品を使用した際に効能、

効果を得られる対象者の説明であると認識すると考えるのは早計にすぎる。 

（３）審尋において引用された、他者が販売する育毛を促すヘアトニック等の

ウェブサイトを見ても、本願商標と類似する図形どころか、人間の頭部を模し

た図形すら使用されていないものが大半を占めている。これらの引用例が示す

のは、単に、市場において、頭皮や毛髪をケアするヘアトニックやシャンプー

が販売されているという事実にすぎず、引用された図形についても、本願商標

とは構成を異にする別異の図形であるから、これらの引用例は、本願商標が本

願指定商品中、第３類の指定商品との関係で識別力を有しないことの裏付けと
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はなり得ない。 

 

５ 当審の判断 

（１）商標法第３条第１項第６号該当性について 

 本願商標は、別掲１のとおりの構成からなり、第３類「化粧品，せっけん類」

及び第５類「薬剤（農薬に当たるものを除く。）」を指定商品とするものであ

る。 

 ア 本願の指定商品中、第５類「薬剤（農薬に当たるものを除く。）」の分

野においては、商品の用途や使用方法等を説明する図形が、商品の包装箱、容

器、添付文書や商品のウェブサイト等に一般的に用いられているところ、別掲

２（１）のとおり、発毛剤について、商品を使用した際に効能、効果を得られ

る対象者を説明するために、頭頂が薄毛又は脱毛の状態である人間の頭部を上

や斜め上から描いた図形が、商品の包装箱、添付文書、商品のウェブサイト等

に使用されている事実が存在する。 

 そうすると、本願商標をその指定商品中、第５類「薬剤（農薬に当たるもの

を除く。）」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標

を、当該商品の対象者を説明するための記述的な表示、すなわち、当該商品の

対象者である薄毛又は脱毛の状態である人間の頭部図形の類型として認識する

にとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識す

ることはないとみるのが相当である。 

 イ 本願の指定商品中、第３類「化粧品，せっけん類」の分野においては、

別掲２（２）及び（３）のとおり、ヘアトニックやシャンプー等において、薄

毛又は脱毛を予防し、発毛や育毛を促進すること及び頭皮や毛髪をケアするこ

とを目的とした商品が販売されている事実が存在するところ、その中には、商

品の宣伝などをするに当たり、頭頂が薄毛又は脱毛の状態である人間の頭部を

上から描いた図形を使用している事実もある。 

 そして、上記商品と発毛剤とは、化粧品、せっけん類か、薬剤かという違い

はあっても、いずれも脱毛を予防し髪を育てることを目的とすることにおいて

関連のある商品であるともいえ、需要者は一般の消費者であって、その製造販

売者も共通する場合があるといえることから、商品の取引者及び需要者を共通

にすることも少なくないといえるものである。 

 そうすると、薬剤（発毛剤）と需要者の共通性が高い化粧品やせっけん類の

分野において、その商品の用途等を説明するために人間の頭部を描いた図形が

使用されており、さらに、発毛剤について、人間の頭部を上や斜め上から描い

た図形が一般的に使用されている事実に照らすと、本願商標をその指定商品中、

第３類「化粧品，せっけん類」について使用しても、これに接する取引者、需

要者は、当該商品の対象者を説明するための記述的な表示、すなわち、当該商

品の対象者である薄毛又は脱毛の状態である人間の頭部図形の類型として認識

するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認

識することはないとみるのが相当である。 

 ウ したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であること

を認識することができない商標であるから、商標法第３条第１項第６号に該当
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する。 

（２）請求人の主張について 

 ア 請求人は、第５類の「薬剤（農薬に当たるものを除く。）」の商品分野

においては、説明書きなく、単に人間の頭部を模した図形それのみをもっては、

そこから、これが商品の効能や効果又は対象者を示すものであるとの理解に直

接至ることは不可能である旨主張する。 

 しかしながら、本願の指定商品中の「薬剤（農薬に当たるものを除く。）」

を取り扱う業界においては、商品の包装等に、当該商品の用途や使用方法等を

説明する文字の表示とは別個に、用途等を一見して看取、把握させるべく、図

形を用いることが一般に行われている。 

 そして、発毛剤の分野においても、人間の頭部を上や斜め上から描いた図形

が、商品の対象者を説明するための表示として広く用いられている実情に鑑み

れば、たとえ説明書きがなくとも、取引者、需要者は、本願商標をして、商品

の対象者である薄毛又は脱毛の状態である人間の頭部図形の類型として認識す

るにとどまるものである。 

 したがって、上記請求人の主張は、採用することはできない。 

 イ 請求人は、本願商標は、外観上特徴的な構成からなる図形商標であり、

たとえ引用に係る他者の図形の使用例があろうとも、本願商標とは明確に区別

が可能な別異の構成からなるため、需要者が、本願商標についても、これを直

ちに商品を使用した際に効能、効果を得られる対象者の説明であると認識する

と考えるのは早計にすぎる旨主張する。 

 しかしながら、請求人以外の他者が、商品（発毛剤）を使用した際に効能、

効果を得られる対象者を説明するために、商品の包装箱、添付文書、商品のウ

ェブサイト等に、人間の頭部を上や斜め上から描いた図形を使用していること

は、上記（１）アのとおりである。 

 そうすると、頭頂が薄毛又は脱毛の状態である人間の頭部を後方斜め上から

描いた本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者

は、頭頂が薄毛又は脱毛の状態である人間の頭部を描いた図形の類型として認

識するにとどまるものである。 

 したがって、上記請求人の主張は、採用することはできない。 

 ウ 請求人は、頭皮や毛髪をケアするヘアトニックやシャンプーが販売され

ているという事実や、本願商標とは構成を異にする別異の図形が使用されてい

るという引用例は、本願商標が本願指定商品中、第３類の指定商品との関係で

識別力を有しないことの裏付けとはなり得ない旨主張する。 

 しかしながら、上記（１）イのとおり、発毛や育毛の促進等を目的としたヘ

アトニックやシャンプー等と発毛剤とは、化粧品、せっけん類か、薬剤かとい

う違いはあっても、いずれも脱毛を防ぎ髪を育てることを目的とすることにお

いて関連のある商品であるといえ、取引者及び需要者を共通にすることから、

本願商標をその指定商品中、第３類の指定商品について使用しても、取引者、

需要者は、当該商品の対象者の頭部図形の類型として認識するにとどまり、商

品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないと

いうべきである。 
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 したがって、上記請求人の主張は、採用することはできない。 

（３）まとめ 

 以上を総合すれば、本願商標は、その指定商品との関係において、取引者、

需要者をして、その構成全体から、当該商品の対象者である薄毛又は脱毛の状

態である人間の頭部図形の類型として認識されるものというべきであり、本願

商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができな

い商標である。 

 したがって、本願商標は、商標法第３条第１項第６号に該当するものである

から、登録することができない。 

 よって、結論のとおり審決する。 

 

 

  令和２年８月４日 

 

審判長 特許庁審判官 佐藤 松江 

特許庁審判官 須藤 康洋 

特許庁審判官 石塚 利恵 

 

 

別掲 

１ 本願商標 

 
 

２ 令和２年３月１８日付け審尋をもって請求人に示した事実 

（１）薬剤の分野において薄毛又は脱毛の状態である人間の頭部を描いた図形

が使用されている例 

 ア 「アンファー株式会社」のウェブサイトにおいて「スカルプＤ ＭＥＤ

ＩＣＡＬ ＭＩＮＯＸＩ５［メディカルミノキ５］」の見出しの下、以下の画

像とともに、「この医薬品の対象となる壮年性脱毛症 ミノキシジルを５％配

合した製剤は、以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛に効果があります。」

「※脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得られない可能性があります。」

の記載がある。 

（ https://scalp-d.angfa-

store.jp/ad/medicalminoxi5_03/?utm_source=google&utm_medium=mm5_ls&utm

_campaign=mm5_lsgoogle_dd&_adp_c=wa&_adp_e=c&_adp_u=p&_adp_p_md=2619&_

adp_p_cp=24589&_adp_p_agr=8568031&_adp_p_ad=10538282&gclid=CjwKCAjw1KL

kBRBZEiwARzyE72FVjEqGBs2Cdk0bBOPQCtvTxAouJyCtBm11hmb5Q0uEAOSJlhoCTaIQA

vD_BwE） 
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 また、当該商品の「説明書」が、「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」

のウェブサイトに掲載されているところ、当該説明書には、以下の画像ととも

に、「効能・効果 壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進

行予防。」「この医薬品の対象となる壮年性脱毛症 ミノキシジルを５％配合

した製剤は、以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛に効果があります。」

「※脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得られない可能性があります。」

の記載がある。 

（http://www.info.pmda.go.jp/downfiles/otc/PDF/J1801000177_01_A.pdf） 

 
 

 イ 「岩城製薬株式会社」のウェブサイトにおいて「ミノグロウ」の見出し

の下、商品が掲載されている。 

（ https://www.iwakiseiyaku.co.jp/fc/index.php/item?cell003=%E4%B8%80%E

8%88%AC%E7%94%A8%E5%8C%BB%E8%96%AC%E5%93%81&cell004=AGA%E6%B2%BB%E7%99

%82%E8%96%AC&label=1&name=%E3%83%9F%E3%83%8E%EAD%E3%82%A6&id=120） 

 当該商品の「添付文書ＰＤＦ」には、以下の画像とともに、「効能・効果 

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。」「＜この

医薬品の対象となる壮年性脱毛症＞ミノグロウは、以下のようなパターンの脱

毛あるいは薄毛に効果があります。」「注）脱毛範囲がこれら以上の場合には

効果が得られない可能性があります。」の記載がある。 

（ https://www.iwakiseiyaku.co.jp/dcms_media/other/%E3%83%9F%E3%83%8E%E

3%82%B0%E3%83%AD%E3%82%A61.pdf） 

 
 

 ウ 「小林薬品工業株式会社」のウェブサイトにおいて「発毛剤【ハピコム

オリジナル】ミノファイブ」の見出しの下、商品が掲載されている。 

（http://www.kobayashi-yk.co.jp/category_11/6623/） 

 当該商品の「使用上の注意をダウンロード」には、以下の画像とともに、
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「効能 壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。」

「＜この医薬品の対象となる壮年性脱毛症＞本剤は、以下のようなパターンの

脱毛あるいは薄毛に効果があります。」「注）脱毛範囲がこれら以上の場合に

は効果が得られない可能性があります。」の記載がある。 

（ http://www.kobayashi-yk.co.jp/wp-

content/uploads/fe5466bf276787996513705c502efa7d.pdf） 

 
 

 エ 「ロート製薬株式会社」のウェブサイトにおいて「ロート製薬から男性

用発毛剤が新発売 『ミノキシジル』国内最大濃度５％配合 『リグロ（Ｒ）

ＥＸ５』」の見出しの下、以下の画像とともに、「効能・効果 壮年性脱毛症

における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。リグロＥＸ５は、下図の

ような症状の脱毛・薄毛に効果があります。」「※脱毛範囲が図示以上の場合、

効 果 が 得 ら れ な い 可 能 性 が あ り ま す 。 」 の 記 載 が あ る 。

（https://www.rohto.co.jp/news/release/2018/1101_01/） 

 
 

 オ 「サンドラッグｅ－ｓｈｏｐ本店」のウェブサイトにおいて「【第１類

医薬品】ミノゲイン ６０ｍｌ」の見出しの下、商品が掲載されている。 

（https://ec.sundrug.co.jp/catalog/category/0/4980673003668/） 

 当該商品の「説明書」が、「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」のウ

ェブサイトに掲載されているところ、当該説明書には、以下の画像とともに、

「効能・効果 壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予

防。」「＜この医薬品の対象となる壮年性脱毛症＞本剤は、以下のようなパタ

ーンの脱毛あるいは薄毛に効果があります。」「注）脱毛範囲がこれら以上の

場合には効果が得られない可能性があります。」の記載がある。 

（http://www.info.pmda.go.jp/downfiles/otc/PDF/K1812000012_01_A.pdf） 

 
 

 カ 「東和薬品株式会社」のウェブサイトにおいて「ミノアップ」の見出し

の下、以下の画像とともに、「効能・効果 壮年性脱毛症における発毛、育毛
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及び脱毛(抜け毛)の進行予防。」「＜この医療品の対象となる壮年性脱毛症＞

本剤は、以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛に効果があります。」「注）

脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得られない可能性があります。」の記

載がある。 

（https://www.towayakuhin.co.jp/healthcare/otc/minoup/） 

 
 

 また、当該商品の「セルフチェックシート」には、以下の画像とともに、

「以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛ではない。」の記載があり、当該

質問に「Ｙｅｓ」と答えると「使用しないか、使用する前に、医師又は薬剤師

に相談してください。［壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性があり

ます。］」と記載された欄に誘導されるようになっている。 

（ https://www.towayakuhin.co.jp/healthcare/otc/minoup/docment/minoup_c

hecksheet_0607.pdf） 

 
 

 さらに、当該商品の包装箱が、「ＬＯＨＡＣＯ」のウェブサイトに掲載され

ているところ、当該包装箱の側面には、以下の画像とともに、「効能・効果 

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。」「この医

薬品の対象となる壮年性脱毛症 本剤は、以下のようなパターンの脱毛あるい

は薄毛に効果があります。」「注）脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得

られない可能性があります。」の記載がある。 

（https://lohaco.jp/product/P232143/） 

 
 

 キ 「日本ジェネリック株式会社」のウェブサイトにおいて「ミノキシジル

ローション５％『ＪＧ』壮年性脱毛症における発毛剤」の見出しの下、商品が

掲載されている。 

（http://www.nihon-generic.co.jp/otc/MINOX.html） 

 当該商品の「添付文書」には、以下の画像とともに、「効能・効果 壮年性

脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。」「＜この医薬品
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の対象となる壮年性脱毛症＞本剤は、以下のようなパターンの脱毛あるいは薄

毛に効果があります。」「注）脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得られ

ない可能性があります。」の記載がある。 

（http://www.nihon-generic.co.jp/otc/MINOX_PI.pdf） 

 
 

 また、当該商品の「お客様用解説書」には、以下の画像とともに、「【効

能・効果】壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。」

「＜この医薬品の対象となる壮年性脱毛症＞本剤は、以下のようなパターンの

脱毛あるいは薄毛に効果があります。」「注）脱毛範囲がこれら以上の場合に

は効果が得られない可能性があります。」の記載がある。 

（http://www.nihon-generic.co.jp/otc/MINOX_GUIDE(customer).pdf） 

 
 

 さらに、当該商品の「セルフチェックシート」には、以下の画像とともに、

「以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛ではない。」の記載があり、当該

質問に「Ｙｅｓ」と答えると「使用しないか、使用する前に、医師又は薬剤師

に相談してください。［壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性があり

ます。］」と記載された欄に誘導されるようになっている。 

（http://www.nihon-generic.co.jp/otc/MINOX_CheckSheet.pdf） 

 
 

 ク 「キリン堂通販ＳＨＯＰ」のウェブサイトにおいて「【第１類医薬品】

オルケア５ ６０ｍＬ」の見出しの下、商品が掲載されている。 

（https://www.kirindo-shop.com/fs/kirindo/4975979387024） 

 当該商品の「添付文書」には、以下の画像とともに、「効能・効果 壮年性

脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。」「＜この医薬品

の対象となる壮年性脱毛症＞本剤は、以下のようなパターンの脱毛あるいは薄

毛に効果があります。」「注）脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得られ

ない可能性があります。」の記載がある。 

（https://www.kirindo-shop.com/tenpu/4975979387024_T.pdf） 
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 ケ 「株式会社加美乃素本舗」のウェブサイトにおいて「ミノキシジル５％

配合の第１類医薬品【加美乃素デルタ】 ３月５日より発売」の見出しの下、

以下の画像とともに、「効能・効果 壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱

毛（抜け毛）の進行予防加美乃素デルタは、以下のようなパターンの脱毛ある

いは薄毛に効果があります。」「（注）脱毛範囲がこれら以上の場合には効果

が得られない可能性があります。」の記載がある。 

（https://www.kaminomoto.co.jp/company/news/20190305.html） 

 
 

 コ 「興和株式会社」のウェブサイトにおいて「壮年性脱毛症における発毛、

抜け毛予防に効く リザレックコーワ 新発売」の見出しの下、以下の画像と

ともに、「効能・効果：壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の

進行予防。 この医薬品の対象となる壮年性脱毛症：リザレックコーワは、以

下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛に効果があります。」「注)脱毛範囲

がこれら以上の場合には効果が得られない可能性があります。」の記載がある。 

（https://www.kowa.co.jp/news/2019/press19040303.pdf） 

 
 

 また、当該商品の「セルフチェックシート」には、以下の画像とともに、

「以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛ではない。」の記載があり、当該

質問に「Ｙｅｓ」と答えると「使用しないか、使用する前に、医師又は薬剤師

に相談してください。［壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性があり

ます。］」と記載された欄に誘導されるようになっている。 

（https://hc.kowa.co.jp/resurreck/images/self_check_19_02_20.pdf） 

 
 

 サ 「富士化学工業株式会社」のウェブサイトにおいて「壮年性脱毛症にお

ける発毛、育毛及び抜け毛予防のための発毛剤 ミノキシジル配合外用液５％

『ＦＣＩ』 新発売」の見出しの下、以下の画像とともに、「効能・効果 壮
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年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防 ミノキシジル

配合外用液５％『ＦＣＩ』は、以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛に効

果があります。」「※脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得られない可能

性があります。」の記載がある。 

（ http://www.fujichemical.co.jp/images/whatsnew/uploads/2019/07/%E3%83

%9F%E3%83%8E%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%B8%E3%83%AB%E6%96%B0%E7%99%BA%E5%

A3%B220190726.pdf） 

 
 

 また、当該商品の「説明書」には、以下の画像とともに、「＜効能・効果＞

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。 ミノキシ

ジル配合外用液５％『ＦＣＩ』は、以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛

に効果があります。」「※脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得られない

可能性があります。」の記載がある。 

（ http://www.fujichemical.co.jp/otc/minoxidil/pdf/Minoxidil_instructio

ns.pdf） 

 
 

 さらに、当該商品の「セルフチェックシート」には、以下の画像とともに、

「以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛ではない。」の記載があり、当該

質問に「はい」と答えると「使用しないか、使用する前に、医師又は薬剤師に

相談してください。（壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性がありま

す。）」と記載された欄に誘導されるようになっている。 

（ http://www.fujichemical.co.jp/otc/minoxidil/pdf/self_check_sheet.pdf） 

 
 

 シ 「第一三共ヘルスケア株式会社」のウェブサイトにおいて「ＮＦカロヤ

ンガッシュ」の見出しの下、商品が掲載されている。 

（ https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/products/details/karoyan_nf_gush/） 

 当該商品の「添付文書」には、以下の画像とともに、「効能・効果 ■壮年

性脱毛症、円形脱毛症、びまん性脱毛症、粃糠性脱毛症 ■発毛促進、育毛、
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脱毛（抜毛）の予防、薄毛」の記載がある。 

（ https://www.daiichisankyo-

hc.co.jp/package_insert/pdf/karoyan_nf_gush_1.pdf） 

 
 

（２）育毛を促すヘアトニックが販売されている例 

 ア 「花王株式会社」のウェブサイトにおいて「薬用育毛トニック 医薬部

外品 抜け毛予防・育毛」の見出しの下、「特長・・・独自開発の有効成分

『ｔ－フラバノン』が、毛球に作用し、太く長く根強い髪を育てる。」「血行

を促進し、毛球に血液中の栄養を届け、抜け毛を防ぐ。」の記載がある。 

（https://www.kao.co.jp/success/products/haircare/tonic/） 

 イ 「アンファー株式会社」のウェブサイトにおいて「スカルプＤ 薬用育

毛スカルプトニック 医薬部外品」の見出しの下、「育毛トニック ３つの特

長」のの１つとして「発毛を促進する『３種の有効成分』」の記載がある。 

（https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/jet/） 

 ウ 「株式会社バスクリン」のウェブサイトにおいて「医薬部外品 インセ

ント 薬用育毛トニック 微香性」の見出しの下、「頭皮のニオイを抑える微

香性 快適な育毛環境へ 生薬エキスが血行促進、毛根を活性化、抜け毛予防

＆育毛」の記載がある。 

（https://www.bathclin.co.jp/products/incent/） 

 エ 「株式会社資生堂」のウェブサイトにおいて「ブラバス ヘアトニック 

（医薬部外品）」の見出しの下、「ふけ・かゆみを防ぎ、抜け毛を予防するヘ

アトニック」の記載がある。 

（ www.shiseido.co.jp/sw/products/SWFG070410.seam?shohin_pl_c_cd=059801

&online_shohin_ctlg_kbn=1） 

 オ 「株式会社柳屋本店」のウェブサイトにおいて「柳屋ヘアトニック＜医

薬部外品＞」の見出しの下、「＜効能効果＞ 育毛、養毛、発毛促進、ふけ、

かゆみ、薄毛、脱毛の予防」の記載がある。 

（http://yanagiya-hairtonic.com/） 

 

（３）頭皮や毛髪をケアするシャンプー等が販売されている例 

 ア 「株式会社アデランス」のウェブサイトにおいて「へアリプロ 薬用ス

カルプシャンプー［Ｎｏｒｍａｌ＆Ｄｒｙ］［医薬部外品］内容量：３７０ｍ

Ｌ」の見出しの下、「毛髪のプロフェッショナル『アデランス』がハリ・コシ

のある髪をサポートするために開発したスカルプシャンプー。髪が育つために

地肌を清潔に保つことで、頭皮環境を整えます。」の記載がある。 

（ http://www.aderans-

shop.jp/shop/pages/hairrepro_detail_shampooNO.aspx） 
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 イ 「アンファー株式会社」のウェブサイトにおいて「スカルプＤ ＮＥＸ

Ｔ ＰＲＯＴＥＩＮ ５」の見出しの下、「多忙な日々と不規則な生活習慣の

中で、２０代からの頭皮は、ストレスにさらされています。少しでも早くケア

をはじめて、頭皮にストレスをためこまないことが、毛髪ダメージを予防する

重要なカギです。さあ、２０代からの頭皮に着目したシャンプー『スカルプＤ

ネクスト』で、攻めの頭皮ケア、はじめませんか。」の記載がある。 

（https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/next_protein/） 

 ウ 「株式会社アルファウェイ」のウェブサイトにおいて「モンゴ流シャン

プーＥＸ（Ｒ）」の見出しの下、「薄毛に悩む男性が選ぶスカルプシャンプー 

３冠達成」「髪と頭皮を健やかにする最新の成分をチョイス！ シャンプーと

して配合できる上限まで高濃度配合！」の記載がある。 

（www.mongoryu.com/shampoo.html） 

 エ 「株式会社ストーリア」のウェブサイトにおいて「超立毛ボリュームア

ップ ３Ｄ ボリュームアップシャンプーＥＸ ４６０ｍｌ」の見出しの下、

「ボリューム感１５０％にＵＰ！独自のオールインワン処方でさらなる髪のボ

リューム対策を。毛根プロテクションを採用し、ボリューム感がさらにパワー

アップしました。仕上がりだけでなく、根元までの洗浄にもこだわり、健康的

な髪へ導きます。」の記載がある。 

（www.maro-men.jp/products/hair01.html） 

 オ 「Ａｍａｚｏｎ．ｃｏ．ｊｐ」のウェブサイトにおいて「【医薬部外品】

ポリピュアＥＸ シャンプーセット［男性用／女性用］ 【薬用育毛剤＆薬用

シャンプー】」の見出しの下、「【９つの効能効果】 育毛、薄毛、かゆみ、

脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛」の記載が

あり、当該商品の広告において、以下の画像が使用されている。 

（https://www.amazon.co.jp/dp/B06XPD8X88/） 

 
 

 


